
農
地
に
建
物
を
建
て
た
り
、
資
材
置
場
や
駐

車
場
に
し
た
り
す
る
な
ど
、
農
地
を
農
地
以
外

の
用
途
で
利
用
す
る
場
合
に
は
、
県
知
事
の
許

可
が
必
要
で
す
。
許
可
を
受
け
ず
に
無
断
で
転

用
を
行
っ
た
場
合
は
農
地
法
違
反
と
な
り
、
違

反
転
用
を
行
っ
た
者
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
土
地

所
有
者
に
対
し
て
も
厳
し
い
罰
則
が
あ
り
ま
す
。

転
用
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
農
業
委
員
会
事

務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

和
水
町
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
０
９
６
８
・
３
４
・
３
１
１
１

相
続
登
記
が
さ
れ
ず
放
置
さ
れ
る
と
…
…
…

①
相
続
が
「
争
続
」
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
。

②
相
続
登
記
を
し
て
い
な
い
間
に
さ
ら
に
相

続
が
発
生
す
る
と
、
誰
が
相
続
人
と
な
る

の
か
の
調
査
に
時
間
が
掛
か
る
う
え
、
相

続
登
記
の
手
続
費
用
が
高
額
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
所
在
不
明
の
人
が
発
生
し
た
場

合
な
ど
は
、
登
記
を
含
め
た
相
続
の
手
続

き
が
極
め
て
困
難
と
な
り
ま
す
。

③
相
続
し
た
不
動
産
を
売
り
た
い
と
思
っ
た

と
き
、
担
保
に
入
れ
た
い
と
思
っ
た
と
き
、

す
ぐ
に
で
き
な
い
な
ど
、
不
利
益
を
受
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

④
所
在
者
の
把
握
に
時
間
が
掛
か
り
、
防

災
・
減
災
、
災
害
復
旧
の
た
め
の
工
事
が

進
ま
な
い
な
ど
、
様
々
な
社
会
問
題
の
発

生
原
因
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

自
分
の
権
利
を
大
切
に
す
る
た
め
、
ま
た
、

次
世
代
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
未
来
に
つ

な
ぐ
相
続
登
記
を
し
ま
せ
ん
か
？
詳
し
く
は
、

熊
本
地
方
法
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
未
来
に
つ

な
ぐ
相
続
登
記
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　

熊
本
地
方
法
務
局

☎
０
９
６
・
３
６
４
・
２
１
４
５

高
齢
者
（
65
歳
以
上
）
の
皆
さ
ん
に
、
本
人

の
希
望
と
能
力
に
応
じ
た
仕
事
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。

と
き
　
毎
週
月
・
水
・
金
　
午
前
10
時
〜
午
後

３
時
30
分

と
こ
ろ
　
有
明
保
健
所
（
玉
名
市
岩
崎
１
０
０

４
‐
１
）

事
業
主
の
皆
さ
ん
に
は
、
高
齢
者
に
適
し
た

求
人
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳

し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

熊
本
県
高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所

☎
０
９
６
８
・
７
２
・
３
２
４
０

就
業
し
て
い
る
調
理
師
は
、
法
令
に
基
づ
き

２
年
ご
と
に
就
業
地
等
に
関
す
る
届
出
が
必
要

で
す
。

対
象
　
平
成
28
年
12
月
31
日
現
在
、
調
理
師
免

許
を
有
し
、
県
内
で
調
理
業
務
に
従
事
し
て

い
る
人

用
紙
の
設
置
場
所
　
熊
本
県
庁
健
康
づ
く
り
推

進
課
、
県
内
各
保
健
所
、
山
鹿
市
役
所

提
出
期
限
　
１
月
16
日
（
月
）

提
出
先
　
就
業
地
を
所
管
す
る
保
健
所
（
山
鹿

保
健
所
を
除
く
）

問
い
合
わ
せ
先

熊
本
県
健
康
づ
く
り
推
進
課

☎
０
９
６
・
３
３
３
・
２
２
５
２

各
企
業
ブ
ー
ス
を
設
け
、
企
業
の
担
当
者
か

ら
説
明
を
直
接
行
い
ま
す
。
書
面
で
の
募
集
情

報
で
は
伝
わ
り
づ
ら
い
社
風
や
雰
囲
気
な
ど
を

質
問
し
た
り
、
勤
務
時
間
や
日
数
な
ど
を
気
軽

に
質
問
し
た
り
で
き
ま
す
。
先
入
観
に
と
ら
わ

れ
ず
に
新
し
い
業
種
で
働
い
て
み
ま
せ
ん
か
？

当
日
会
場
で
は
服
装
自
由
。
入
退
室
自
由
、
履

歴
書
不
要
で
、
事
前
申
し
込
み
も
不
要
で
す
の

で
お
気
軽
に
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
ジ
ョ
ブ
カ

フ
ェ
玉
名
支
援
員
に
よ
る
就
職
支
援
や
適
正
検

査
も
行
い
ま
す
。

ま
た
、
事
業
説
明
を
行
い
た
い
企
業
の
参
加

も
随
時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
お
気
軽
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

と
き
　
12
月
14
日
（
水
）
　
午
後
５
時
〜

と
こ
ろ
　
和
水
町
中
央
公
民
館
　
２
階
中
会
議

室
（
和
水
町
江
田
3
8
8
3
‐
1
）

問
い
合
わ
せ
先
　

和
水
町
地
域
雇
用
創
造
協
議
会

☎
０
９
６
８
・
８
６
・
５
７
２
７

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
９
６
８
・
８
６
・
４
６
６
０

熊
本
県
で
は
、
平
成
17
年
度
か
ら
「
熊
本
県

水
と
み
ど
り
の
森
づ
く
り
税
」
（
年
間
個
人

５
０
０
円
、
法
人
１
，０
０
０
円
〜
４
万
円
）
を

活
用
し
、
水
を
蓄
え
、
災
害
を
防
止
す
る
な
ど

の
森
林
の
公
益
的
機
能
の
向
上
を
図
り
、
森
林

を
元
気
な
姿
に
す
る
た
め
の
取
り
組
み
を
展
開

し
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先
　

熊
本
県
農
林
水
産
政
策
課
　

☎
０
９
６
・
３
３
３
・
２
４
２
２

今
回
は
有
明
フ
ェ
リ
ー
を
貸
し
切
っ
て
行
う

婚
活
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
当
日
は
桑
田
バ
ン
ド
の

リ
ー
ダ
ー
今
野
さ
ん
ら
に
よ
る
ラ
イ
ブ
や
有
明

海
を
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
な
ど
日
ご
ろ
味
わ
う
こ
と

の
で
き
な
い
こ
と
を
長
洲
町
で
体
感
し
な
が
ら
、

素
敵
な
出
逢
い
と
ち
ょ
っ
ぴ
り
早
い
ク
リ
ス
マ

ス
を
み
ん
な
で
楽
し
く
過
ご
し
ま
せ
ん
か
？

と
き
　
12
月
23
日
（
金
） 

午
後
１
時
受
付
　
午

後
７
時
終
了
（
予
定
）

集
合
場
所
　
荒
尾
・
玉
名
地
域
結
婚
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

参
加
費
　
男
性
３
，５
０
０
円
　
女
性
２
，５
０
０
円

申
込
期
限
　
12
月
15
日
（
木
）
正
午

申
込
資
格
　
25
歳
〜
45
歳
ま
で
の
独
身
の
男
女

各
30
人
（
抽
選
）

※
男
性
に
限
り
、
荒
尾
市
か
玉
名
郡
市
に
お

住
ま
い
か
、
勤
務
さ
れ
て
い
る
人
。

※
会
員
登
録
が
必
要
。
（
当
日
の
入
会
も
可

能
、
登
録
料
無
料
）

申
込
方
法

電
話
か
メ
ー
ル
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

荒
尾
・
玉
名
地
域
結
婚
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
６
８
・
７
８
・
２
５
４
３

メ
ー
ル
　arao.tam

ana.k-s-c@
wish.ocn.ne.jp

国
や
県
が
実
施
す
る
統
計
調
査
に
従
事
す
る

統
計
調
査
員
（
登
録
調
査
員
）
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

調
査
員
の
主
な
業
務

①
事
務
説
明
会
へ
の
出
席

②
担
当
調
査
区
と
調
査
対
象
の
確
認

③
調
査
票
の
配
布
、
調
査
協
力
依
頼

④
調
査
票
の
回
収
、
審
査
、
整
理

⑤
調
査
票
な
ど
の
関
係
書
類
の
提
出

調
査
員
の
身
分
　
非
常
勤
の
公
務
員
で
、
守
秘

義
務
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

報
酬
　
調
査
の
種
類
や
量
に
応
じ
て
報
酬
が
支

払
わ
れ
ま
す
。

登
録
で
き
る
人
　
町
内
在
住
で
、
満
20
〜
70
歳

程
度
ま
で
の
、
統
計
調
査
員
と
し
て
適
格
で

あ
る
人

登
録
方
法

運
転
免
許
証
や
個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
の
本

人
を
証
明
す
る
書
類
と
印
鑑
を
持
参
し
て
、
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
説
明
と
面
接
を
行
い
ま

す
。
詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
本
庁
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
企
画
調
整
係
　

☎
０
９
６
８
・
８
６
・
５
７
２
１

ひ
と
り
で
も
多
く
の
人
に
救
命
手
当
て
の
重

要
性
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
心
肺
蘇
生
法
を
覚

え
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
救
命
講
習
会
を
下
記

就
職
応
援
会
開
催
！

農
地
の
無
断
転
用
は
法
律
違
反
で
す

高
齢
者
の
た
め
の
職
業
を
紹
介
し
て
い
ま
す

調
理
師
業
務
従
事
者
届
の
届
出
が
必
要
で
す

救
命
講
習
会
の
受
講
者
募
集

相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
？
相
続
登
記

が
さ
れ
な
い
と
不
利
益
が
起
こ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す

あ
ら
た
ま
魅
力
体
感
婚
活

ク
ル
ー
ズ
パ
ー
ティ
ー
in
長
洲
町
参
加
者
募
集

熊
本
県
水
と
み
ど
り
の
森
づ
く
り
税

第
３
期
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

統
計
調
査
に
従
事
す
る
統
計
調
査
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
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く
ら
し
の
情
報

困った時の相談窓口
相　談
窓口名 相談日・相談時間 場　所 対応者 内　　容 問い合わせ先

行政相談 12月16日（金）
午前10時～正午

本庁１階
会議室

行政
相談員

国などの業務に対する要
望など

本庁　総務課　行政係
☎0968・86・5720

消費生活
相談

毎週木曜日
午前10時
　　～午後４時

本庁２階
総務課

消費生活
相談員

消費生活に関するトラブ
ル、悪徳商法などによる
苦情などに関すること

本庁　総務課　総務係
☎0968・86・5720
（要予約）
※電話相談は平日いつでも
受け付けておりますので、
お電話ください。

こころの
相談

12月21日（水）
午後１時～５時 中央公民館 臨床

心理士

こころの健康についての
相談（悩みやストレスに
関すること）

本庁　健康福祉課　福祉係
☎0968・86・5724
（要予約・匿名可）
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